
 

第２７号議案 

 

 

   専決処分の承認について 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ４ 年 ５ 月２３日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでありま

す。 
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   府中市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 府中市都市計画税条例の一部を改正する条例については、特に緊急を要し、市

議会を招集する時間的余裕がなかったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

 

 

   令和 ４ 年 ３ 月３１日 

 

 

                府中市長 高 野 律 雄 
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   府中市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 府中市都市計画税条例（昭和３１年６月府中市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 付則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３３項」に改める。 

 付則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第

３４項」に改める。 

 付則第８項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都市計

画税にあつては、１００分の２．５）」を加える。 

 付則第１８項中「付則第９項」を「付則第８項、第９項」に改める。 

 付則第１９項中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６項、

第２９項、第３４項、第３５項、第３７項若しくは第３９項」を「第１４項から

第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５項、第２８項、第３３項、第３４項

若しくは第３６項」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の府中市都市計画税条例の規定は、令和４年度以後の

年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 


